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徳島県立学校規則の一部を改正する規則について 

 

２ 提案理由 

    道路交通法の一部が改正され、マイナンバーカードと一体化した運転免許

証の発行が開始されることに伴い、所要の整備を行う必要がある。 
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徳島県立学校規則の一部改正について

教育政策課

１ 規則改正の理由

道路交通法の一部が改正され、令和７年３月２４日から、マイナンバーカードと一体

化した運転免許証の発行が開始されることに伴い、職員の運転免許の有効期間等の確認

方法に関し、所要の改正を行う必要がある。

２ 規則改正の概要

これまで職員の運転免許の有効期間等を確認する方法として、運転免許証原本での確

認に限っていたが、令和７年３月２４日から発行が可能となるマイナンバーカードと一

体化した運転免許証に関しては、原本上で有効期間等の情報の確認ができないことから、

確認方法に、運転免許を現に受けていることを証するに足りる書類又は電磁的記録を追

加することとした。

３ 施行期日

令和７年３月２４日
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室
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徳
島
県
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校
規
則
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一
部
を
改
正
す
る
規
則

教

育

政

策

課

担
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名

笠

井

陽

菜

電
話
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号

三

二

○

八

提
案
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制
定
）
理
由

道
路
交
通
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
一
体
化
し
た
運
転
免
許
証
の
発
行
が
開

始
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ま
し

一

職
員
の
運
転
免
許
の
有
効
期
間
等
の
確
認
に
つ
い
て
、
運
転
免
許
証
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
一

体
化
の
開
始
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
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七
年
三
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二
十
四
日
か
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施
行
す
る
こ
と
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し
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関
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道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
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令
和
四
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法
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第
三
十
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号
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道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
三
百

三
十
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号
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措
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審
査
会
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ク
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メ
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施

・
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略

・

対
象
外
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徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

徳
島
県
立
学
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規
則
の
一
部
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改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
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に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月

日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
立
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
立
学
校
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
運
転
免
許
の
確
認
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
原
本
に
限
る
」

を
「
運
転
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
を
含
む
」
に
、
「

免
許
証
の
」
を
「
運
転
免
許
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
運
転
免
許
証
」
を
「
当
該
運
転
免
許
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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県
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運
転
免
許
の
確
認
等)

(

運
転
免
許
証
の
確
認
等)

第
三
十
五
条

校
長
は
、
毎
年
度
、
四
月
一
日
以
後
遅
滞
な
く
、

第
三
十
五
条

校
長
は
、
毎
年
度
、
四
月
一
日
以
後
遅
滞
な
く
、

運
転
免
許
を
受
け
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

運
転
免
許
を
受
け
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
、
運
転
免
許
証(

運
転
免
許
を
現

か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
、
運
転
免
許
証(

原
本
に
限
る

に
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
又
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電
磁
的
記

録
を
含
む
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を
提
示
さ
せ
て
当
該
運
転
免
許
の
有
効
期
間
等

。)

を
提
示
さ
せ
て
当
該
免
許
証
の

有
効
期
間
等

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

県
有
車
両
使
用
の
承
認(

私
有
車
の
公
務
使
用
に
関
す
る

一

県
有
車
両
使
用
の
承
認(

私
有
車
の
公
務
使
用
に
関
す
る

運
転
登
録
を
含
む
。)

を
受
け
て
い
る
者
又
は
受
け
よ
う
と
す

運
転
登
録
を
含
む
。)

を
受
け
て
い
る
者
又
は
受
け
よ
う
と

る
者

す
る
者

二

通
勤
に
お
い
て
自
動
車(

道
路
運
送
車
両
法(

昭
和
二
十
六

二

通
勤
に
お
い
て
自
動
車(

道
路
運
送
車
両
法(

昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
五
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車

年
法
律
第
百
八
十
五
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動

及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う
。)

車
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
を
い
う

を
運
転
す
る
者

。)

を
運
転
す
る
者

２

校
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
と

２

校
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
随
時
、
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
運
転
免
許

認
め
る
と
き
は
、
随
時
、
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
運
転
免
許

を
受
け
て
い
る
職
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の
当
該
運
転
免
許
の
有
効
期
間
等
の
確
認

を
受
け
て
い
る
職
員
の
運
転
免
許
証

の
有
効
期
間
等
の
確
認

を
行
う
も
の
と
す
る
。

を
行
う
も
の
と
す
る
。

３
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）

３
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略
）
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